
　１年間の登録期間内に空きが出た場合、公開抽

選を行います。

申込期間　１１月９日（月）～１１月２０日（金）

　　　　　午後５時まで　※期間厳守

申込方法　所定の申込用紙を建設課で受け取り、必

要書類を添付してお申し込みください。

選考方法　書類審査、実態調査、審査委員会選考

〇申込用紙は建設課で配布しています。

知らないと損するからだの匠

　恩納村は肥満の方が多い村ということで、肥満解消についての情報発信を行っています。第３回は「屋

外運動編」です。屋外運動といっても様々な運動がありますが、今回は身近にできる屋外運動でどれくら

いのエネルギー消費ができるのかその目安を紹介します。

●エネルギー消費にかかる時間は、個人の体重によってことなります。下の表を目安に日常生活に

運動を組み合わせてみましょう。（バナナ１本約 100Kcal を消費するためには・・・）

　ビタミン Dは、カルシウムの吸収をよくするために、食事からだけでなく、
日光浴からもつくられます。夏なら木陰で 30 分。冬なら手や顔に１時間程

度日光を浴びましょう。運動がてら骨粗鬆症予防も取り入れたいですね。

～ 屋外運動編 ～

　ここでは、昨年まで肥満体型だった健康づくり係の比嘉匠がダイエットに成
功した体験からワンポイントアドバイスを行います。
　今回のワンポイントアドバイスは【室内運動と屋外運動の組み合わせ】です。
９月の村広報「お家でできる室内運動編」で週２回程度のスクワットの紹介を
しました。僕はそのスクワットを行わない日は屋外でのウォーキングを 1 時
間程度行い、室内と屋外両方の運動をうまく組み合わせることでダイエットに
成功しました。

ダイエットで身軽に！

集団健診のお知らせ
日にち・場所

・11 月 26 日（木）　山田公民館

・11 月 28 日（土）　総合保健福祉センター

受 付 時 間　午前８時 30 分～ 11 時

※健診当日は受診券を必ず持参してください。

健診は事前予約が必要です！
・受付時間は 30 分おきに、人数制限をしています。

・希望の受診項目と受付時間を決め、健康保険課　

までご連絡ください。

　新型コロナウイルス感染拡大に伴う警戒レベル

又は発生状況に応じて中止もしくは延期になる場

合があります。その際は村ホームページ及び放送

にてお伝えします。

　インフルエンザと新型コロナの症状は類似して

います。早めの接種をおすすめします。

接種期限：令和 3年 2月 28日

※対象者にはすでに受診票が郵送されています。

【恩納村内の予防接種実施医療機関】

●恩納クリニック（南恩納） ☎９６６ー８１１５

●西大條診療所（谷茶） ☎９６６ー１１００

※村外の医療機関でも受診できます。受診票同封

　 のチラシをご覧ください。

子宮頸がん
乳がん検診のお知らせ

高齢者（65歳以上）
インフルエンザ予防接種実施中！

日 に ち   11 月 24 日（火）

場　　所　前兼久区交流施設

受付時間　午後 1時 30 分～ 2時 30 分

持参する物　受診券（ピンク色）

●乳がん検診について

　　（40 歳以上：マンモグラフィ検査）

※無料クーポン券対象者は、必ず無料クーポン券　

　 も一緒にご持参ください。　

お問い合わせ： 健康保険課　健康づくり係

 ☎９６６－１２１７

★8月に延期になった健診を 12 月 15 日（火）

　総合保健福祉センターにて実施します。

●以下の症状がある方は、体調が改善されてから

受診してください。

嗅覚障害、味覚障害、発熱、咳・くしゃみ

疲労感・倦怠感

年金生活者支援給付金制度
　年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入金額や所得が「一定基準

額以下」の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。

●65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。

●同一世帯の全員が市町村民税非課税である。

●前年の公的年金等の収入金額※1 とその他の所得

との合計額が ８７９，９００円以下である。

●障害基礎年金の受給

　者である。

●遺族基礎年金の受給

　者である。

●前年の所得が※２が４，６２１，０００円※３

　以下である。

※１　障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。

※２　障害年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。

※３　扶養親族の数に応じて増額。

老齢年金

（全てを

 満たす方）

要　件

障害年金 遺族年金
村営住宅補充入居者募集

①　令和２年１月から令和３年３月までに婚姻届

けを提出し受理された世帯

②　補助金の申請日において、住民票の住所及

び結婚に伴う新たに生活を送るための居住

の住所が恩納村であること

③　夫婦の婚姻日における年齢がともに 39 歳以

下であること

④　結婚を機に新たに村内に住宅を購入又は賃

貸した世帯、引っ越しをした世帯

⑤　取得できる最新の所得証明書をもとに、夫

婦の所得の合計額が1,244万円未満

⑥　他の公的制度による家賃補助、他市町村で

本補助金等を受けていないこと

●その他要件があります。詳しくは企画課定住

促進係までお問い合わせください。

〈補助対象経費〉

・住宅購入費用、賃貸に係る賃料
　※敷金、礼金、共益費、仲介手数料

・引越費用
　※但し、引越業者又は運送業への支

　払に係る実費

お問い合わせ：福祉課　☎９６６ー１２０７

お問い合わせ：建設課　☎９６６－１２０３

にしおおえだ

お問い合わせ：ねんきんダイヤル　☎０５７０－０５－１１６５

50㎏ 60㎏ 70㎏ 80㎏ 90㎏

普通歩行 60分 52分 44分 36分 32分

ウォーキング（速歩） 36分 32分 24分 24分 20分

ジョギング 20分 16分 16分 12分 12分

自転車 40分 32分 28分 24分 24分

体重運動

定期的に

日光を浴びて

いますか？
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